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令和 8年度宇部市産前・産後サポート事業補助対象事業者募集要項 

 

１ 募集の概要 

  宇部市では、安心して地域で、妊娠・出産・育児を行うことができるよう、子育てを応援するまちづ

くりを目指しています。このたび、「宇部市産前・産後サポート事業実施要綱（以下「実施要綱」とする）

及び宇部市産前・産後サポート事業補助金交付要綱（以下「補助金要綱」とする。）に基づき、妊産

婦等が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について、相談支援及びサポートを行う支援活動

に対し、「宇部市産前・産後サポート事業補助金」を交付するため、以下のとおり対象団体等を募集

します。 

 

２ 補助対象事業者 

  宇部市内に活動拠点のある団体等で、次の要件を全て満たす者とする。 

(1) 宇部市内で自主的に妊産婦及びこどもに対し支援活動を実施する社会福祉法人、NPO 法人又

は母子保健・子育て支援を継続して実施していると認められる民間団体であること。 

(2) 支援活動について、月に１回以上実施しており、1 回につき、２名以上の妊産婦等又はこどもの

利用者がいること。 

(3) 実施要綱の実施内容の業務が遂行できる専門職の配置が可能であること。 

(4) 支援活動に係る相談や講習会等への参加費等は無料であるなど、営利を目的とした事業でないこと。 

(5) 支援活動の実施に当たり、利用者の安全管理、衛生管理及び個人情報の保護に十分配慮して

いること。 

(6) 会則等の定めを有すること。 

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 6号に規

定する暴力団員が構成する団体（以下「暴力団」という。）又は暴力団、その構成員もしくは第 2 条

第 3号に規定する暴力団密接関係者の統制の下にある団体でないこと。 

(8) 宗教又は政治活動を目的とした事業でないこと。 

(9) 団体の活動内容が公序良俗に反しないこと。 

(10) 国、地方公共団体等からこの要綱による補助金に類する補助その他の給付（以下「その他の補

助金等」という。）を受けていないこと。 

 

３ 対象者 

対象者は、妊娠・出産及び産後に、身近に心身の不調や心配事などを相談できる者がいないな

ど、支援を受けることが適当とされる、市内に居住または市内に里帰り中の妊産婦等及びその家族

（以下「利用者」という。） とする。 

 

４ 補助対象事業 

補助対象事業者は、次に掲げる事業を月 4 回程度実施し、母子保健関係機関、関係事業者との

連絡調整を必ず実施するものとする。なお、子育て経験者やシニア世代の者等を対象に産前・産後

サポートに必要な知識を付与する講習会など開催し、妊産婦をサポートできる人材育成に努めるも

のとする。ただし、子育て経験者、ヘルパー等が実施する家事援助及び物品支援並びに一方的な
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情報発信のみで相談対応のない事業、並びに食事の提供を伴う事業は、対象外とする。 

 （１）妊娠・出産・産後の心身の不調に関する相談支援   

 （２）座談会等を通じた参加者同士の交流サポート 

 

５ 実施担当者 

   補助対象事業者は、補助対象事業を実施するに当たり、次の（１）から（４）までに掲げる者を必要

に応じて配置するものとする。ただし、４（１）の相談支援については、下記実務担当者（１）に掲げる

専門職を担当者とし、専門的な立場から相談支援を行うものとする。また、利用者に直接支援を行う

者に対しては、講習会を実施する等、利用者に対して適切な支援が行えるように配慮するものとする。 

（１）助産師、保健師又は看護師等の医療専門職 

（２）保育士等子育てに関する専門職  

（３）子育て経験者、シニア世代の者等  

（４）その他支援、援助活動の調整等の事務を行う者  

 

６ 補助金の額 

   補助金の交付額は、1 団体につき、1,500,000円を上限とする。なお、補助金の交付額の総額は、

予算に定める額を限度とし、対象費目は別表のとおりとする。 

  

別表 

費目 対象経費 

人件費 ・妊娠・出産・産後の心身の不調に関する相談支援を行うスタッフの人件

費 

・座談会等を行うスタッフの人件費 

 

食材購入費 ・食材、調味料など(通常より著しく高額と判断される経費は対象外) 

会場使用料 ・会場使用に係る使用料 

物品購入費 ・消耗品費 活動に必要な消耗品費の購入経費(耐用年数が１年未満か

つ１件当たりの金額が３万円未満のものに限る。３万円以上になるものは

市に事前相談をすること) 

通信運搬費 ・連絡調整に係る費用 

広報費 ・事業周知のためのチラシ作成の印刷製本費等 

保険料 ・開催時の不測の事態によるけが等に対応できる保険に加入する経費 

その他 ・勉強会への外部講師に対する謝礼 

・職員等のスキル向上のための研修講師謝礼、書籍購入費等 

 

７ 補助対象期間 

   補助対象期間は、補助金交付要綱第８条の交付申請に定める交付申請書が提出された日の

属する月の翌月 1日からその年度の 3月末日までとする。 
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８ 応募方法   

以下の申請書類に必要事項を記入し、提出すること。 

なお、応募に要する経費は、全て応募団体の負担とし、提出書類は、選考結果にかかわらず返

却しないものとする。 

  また、補助対象事業開始日の属する月の前月末までに下記の申請書類等を提出すること。 

（１）提出書類 

（ア）宇部市産前・産後サポート事業補助金交付申請書（様式第１号） 

（イ）事業計画書（様式第 2号） 

（ウ）収支予算書（令和 8年度分）（様式第 3号） 

（エ）誓約書（様式第 4号①、②及び別紙） 

（２）提出方法 

 持参又は郵便により提出のこと（郵送の場合は期限内必着のこと。）。 

 提出場所 「14 事務局（問い合わせ先）」に同じ 

      ※持参の場合は、8時 30分から 17時 15分まで 

 （ただし、土曜日・日曜日・祝日は除く。） 

（３）応募期間 

 令和 8年 2月 27日（金）～令和 8年 3月 13日（金） 

 

９ 失格事項 

  参加団体が次のいずれかに該当する場合は、当該団体を失格とする。 

（１）参加資格要件を満たさなかった場合 

（２）事業計画書等に虚偽の記載があった場合 

（３）選定の公平性を害する行為があった場合 

（５）前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 

 

10 その他留意事項 

（１）事業計画書等の提出に係る費用については、全て参加団体の負担とする。 

（２）提出期限後の事業計画書等の修正又は変更は、原則として認めない。 

（３）提出された全ての提出書類は返却しない。 

（４）事業計画書等については、補助事業者の選定のために使用するが、公開請求があった場合は、

宇部市情報公開条例に基づき公開するものとする。 

（５）応募受付後に参加を辞退する場合は、その旨を書面により提出すること。 

（６）本募集に係る契約については、令和８年 3月市議会における予算の議決が前提であり、変更 

 することがある。 

 

 

11 交付決定 

   市長は、提出された申請書等を基に審査し、別表の審査基準において６割以上の評価を得た
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応募者で審査結果が上位の方から、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、その可否を応募団

体に通知する。 

   なお、同じ得点の場合は、評価項目１の評価点が高い団体を優先して採択する。 

   また、審査の過程で、必要に応じて応募団体に対し聞き取りを行う場合がある。 

 

12 交付の取消 

市長は、補助金の交付決定の取消し又は変更を行ったときは、宇部市産前・産後サポート事業

補助金事情変更による交付決定（取消・変更）通知書（様式第１５号）により補助事業者に通知す

るものとする。 

 

13 その他 

  補助対象事業において、補助事業者が対象者に事業を実施する際には、本人及び保護者の 

同意を得てから実施する等の配慮をすること。 

  その他の要件等は、「宇部市産前・産後サポート事業補助金交付要綱」を確認すること。 

 

14 事務局（問い合わせ先） 

  宇部市役所 こども未來部 こども支援課 

  〒７５５－００３３ 宇部市琴芝町二丁目４番２５号  

  電話：０８３６－３１－１７３２   ＦＡＸ：０８３６－２１－６０２０ 

  Ｅメール：ubehapi@city.ube.yamaguchi.jp 
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別表（評価基準） 

評価項目 評価基準 配点 

１ 基本的な考え方 

・事業の目的を十分理解した活動内容となっているか。 

・利用者の公平な利用とニーズを把握し、サービス向上（サー

ビスの質の確保）のための適切な方策等が講じられている

か。 

１５ 

２ 実施体制 

・市や関係機関と情報共有できる仕組みとなっているか。 

・妊産婦等が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等につ

いて相談支援できる体制となっているか。 

１５ 

３ 危機管理体制 
・ 参加者の安全管理、感染症対策、事故防止対策等のため

の適切な方策が講じられているか。 

５ 

４ 事業経費 
・ 適正な事業内容に見合った経費の見積もりとなっている

か。 

５ 

５ 事業遂行能力 
・ 団体の状況及び過去の活動実績等からみて、確実に事業

を遂行できる能力を有しているか。 

１０ 

 

 


